
薩摩川内市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和  ７  年１２月１９日  

 

薩摩川内市長   田  中  良  二  

 

薩摩川内市条例第４０号  

薩摩川内市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例  

 

薩摩川内市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１６年薩摩川内市条例第１１０号）

の一部を次のように改正する。  

第１１条第１項第１号中「午後１０時」を「午後８時」に改める。  

第１２条第１項第１号中「翌年６月１４日まで」の次に「及び毎週水曜日」を

加える。  

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 


